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項目 番号 市民の皆様からの御意見 本市の考え方及び御意見の反映状況

1
　官民一体となって参加できる活動を企画する
か，市民から提案できるようにして欲しい。

　官民一体の取組の一例として，施策番号８「事業の実施段
階における市民や団体等の参加機会の確保」において，イベ
ント等において企画段階からの民間企業や団体等の参加機会
を促進する取組を進めるとともに，施策番号３１「市民と市
職員が課題や思いを共有し，学び合う機会の提供」の一環と
して，経済・文化観光関係団体と市職員の交流を図る「公民
交流セミナー」を開催するなど，具体的な取組を展開して参
ります。
　また，市民の皆様からの御提案につきましては，施策番号
２「市民ニーズを着実に政策・施策に反映させる取組の推
進」において，市民提案制度等の市民ニーズを把握するため
の各種制度の調査研究を進めて参ります。

2

　行政として，予算がなければ取り組まないとい
うのではなく，計画を具体化し，地域住民，企
業・団体に寄付金を募り，地域マネーを発行する
など計画，施策実行のための資金を集める努力，
活動を行う過程でむしろ市民主体のまちづくり意
識も育成されるのではないか。

　計画を具体化するうえでの予算確保に努めるとともに，事
業実施等における市民負担のあり方についても，施策番号９
「市民や団体等の財政面からの参加の推進」において，検討
して参ります。

3

　「参加しやすい審議会等」とのことだが，傍聴
者には，せっかく傍聴に来ているのだから時間が
許せば，発言の機会を認めてもよいのではない
か。

　より開かれた審議会等運営を進めていくためにも，傍聴者
に対する細やかな配慮は，欠かせないものであると認識して
おります。
　本計画では，施策番号３「審議会等の公開の推進と運営の
改善」において，審議会等に関する事務や留意点等をまとめ
た職員向けのマニュアル「審議会等運営ガイドライン（仮
称）」を作成し，周知徹底するなど，個々の審議会等の特性
も考慮しながら，より開かれた審議会等の運営を全庁的に推
進して参ります。

4
　審議会で何が行われているのかがわかりにく
い。敷居が高いように感じる。

　本市は審議会等を積極的に公開し，市民委員の公募等を実
施して参りましたが，より開かれた審議会等の運営を進める
うえで，審議会情報等をわかりやすく公開し，情報提供に努
めていく必要があると認識しております。
　具体的には，施策番号３「審議会等の公開の推進と運営の
改善」において，ホームページ上に審議会等の開催案内，会
議録等を一括で情報発信する取組等を実施し，より参加しや
すい審議会等の運営を進めて参ります。

5

　市政の策定及びその実施への段階に関しての行
政的内容が明白でない。市民の日常的な市政への
ニーズを「いつ」「どこで」「どのように」取り
込んでいくのかがわからない。

　市政運営のあらゆる過程において市民ニーズを反映してい
くことは，これまでの計画に引き続き，本計画においても重
要な取組として位置付けております。
　御指摘の点につきましては，本計画を着実に推進すること
で，市民ニーズを把握する機会をより拡大し，その活用状況
についても，施策番号２８「市民の意見や提案の反映状況を
明らかにする情報提供の仕組みづくり」を進めることで，速
やかに市政運営に関する情報を提供できる体制を築いて参り
ます。

【実施結果】

市民の市
政への参
加につい
て
（６件）

情報提供・広報に関する意見

市民参加に対する市民の実感について

庁内の推進体制・職員の意識について

合　計

「市民参加推進計画（中間見直し素案）」に対するパブリック・コメントと本市の見解・御意見の反映状況

市民同士及び市民と市職員の交流について
市民参加推進フォーラムからの提案について
その他

【意見募集期間】

【意見項目】
項　目

市民の市政への参加について

市民主体のまちづくり活動における市の役割について



項目 番号 市民の皆様からの御意見 本市の考え方及び御意見の反映状況

6
　「行政評価」については，「京都市政策評価制
度」「事務事業評価制度」のいずれにも検討すべ
き問題があるように思う。

 「政策評価制度」につきましては，評価を行う際の基準の
更なる適正化や「客観指標」の充実など，未だ改善すべき点
があると認識しています。今後も制度の校正な運用と向上を
図るため設置している第三者機関である政策評価制度評議会
や市民の皆様からの御意見を踏まえ，より信頼度の高い仕組
みとなるよう，制度の充実・改善に努めて参ります。
　また，「事務事業評価制度」につきましても，より適切な
評価指標及び目標値の設定など，改善すべき点があると認識
しています。今後も評価の客観性や透明性を確保するために
設置している事務事業評価制度委員会や市民の皆様からの御
意見を踏まえ，制度の充実・改善に努めて参ります。

7

　印刷物等の紙媒体やインターネットなどの複数
の情報発信を活用するなど，市民が知りたい情報
を素早く簡単に入手できるようにするための情報
提供の手法の充実を進めますことは，非常に良い
ことだと思う。

　状況に応じた複数の媒体を活用し，より一層の情報提供の
充実に努めて参ります。

8

　広報活動は，市民が親しみやすいものにして欲
しい。「市民しんぶん」は市政に関心がある人し
か読まないと思う。各世代・話題に合わせたフ
リーペーパーやミニコミ誌及びホームページが有
効だと思う。

　本計画におきましても，「情報提供・公開における手法の
充実」を図ることを重視しております。広報活動につきまし
ても，あらゆる立場の方々に配慮しながら取組を進めている
ところですが，今後更に対象世代や話題，費用対効果等を考
慮し，様々な媒体を活用した広報活動を展開して参ります。

9

　「情報の提供・公開」は，市民の市政参加に当
たって特に基本的で重要な問題だ。インターネッ
トがよく取り上げられているが，まだまだ印刷物
等の紙媒体が大きな役割を持っている。それとと
もに情報提供には，市政のプラス面もマイナス面
も等しく市民になされるべきだ。

　市政情報はデジタル・デバイド（ＩＴの発展に伴い発生す
る社会的，経済的格差）やユニバーサルデザイン（全ての人
にとってできる限り利用しやすいデザインのこと）を十分考
慮しながら行っていく必要があり，そのためには，費用対効
果等も勘案しながら，積極的な情報提供に努めていく必要が
あると認識しております。
　本計画では，インターネットだけではなく，従来どおり，
施策番号２３「市政情報誌や印刷物等を活用した情報提供の
充実」にも努めるとともに，積極的に情報提供を行うこと
で，より透明性の高い市政運営に努めて参ります。

10

　「市民ニーズの把握にインターネットの活用」
がしきりに挙げられるが，むしろ現在の「市民し
んぶん」の充実こそが求められているのではない
か。

市民ニーズの把握においては，インターネットだけに特化
するのではなく，従来から実施しているアンケート調査等も
活用して参ります。なお，２１ページ「３　情報の提供・公
開と共有」の記述のとおり，「市民しんぶん」を含めた印刷
物等を通じた情報提供の充実も必要であると認識しておりま
す。今後も費用対効果等を考慮しながら，様々な媒体や手法
を併用し，あらゆる立場の市民に配慮した取組を推進して参
ります。
　また，施策番号３０「市職員が積極的に市民の身近な場所
に出向き，情報提供を行う取組の充実」，施策番号３１「市
民と市職員が課題や思いを共有し，学び合う機会の提供」を
推進する中で，職員が市民の皆様の身近な場所に赴いて市政
について御説明する「京都市政出前トーク」の充実や，市民
参加を体系的に学習する機会として「京都市市民参加論（仮
称）」を開講するなど，実際の語り合いを通した，情報提供
やネットワークづくりに努めて参ります。

11
　「市民しんぶん」の企画段階から市民に参加し
てもらい，参加型の紙面づくりを行ってはどう
か。

　「市民しんぶん」全市版では，施設の開設や新規事業の紹
介を市民レポーターに取材していただいています。区版で
は，区民レポーターによる取材記事の掲載や区民モニター制
度を実施するなど，従来から市民参加型の紙面づくりの取組
を進めているところです。
　今後とも，市民の皆様の御意見を賜りながら，よりわかり
やすく，親しんでいただける広報紙となるよう，創意工夫を
図って参ります。

12

　市からの情報が伝わってこない。そもそも市民
参加推進計画を策定していることも知られていな
い。このような状態では取組は進まない。行政は
もっと積極的に前へ出るべきではないか。

　御指摘の点に関しましては，本計画冊子の５ページに掲載
しております「市民生活実感調査」の実施結果や京都市市民
参加推進フォーラムからの提案「市民参加こんなんえーやん
宣言！」においても御指摘いただいており，大きな課題であ
ると認識しております。
　本計画では，施策番号２７「市民にとって身近で立ち寄り
やすい場所での情報提供の充実」，施策番号３０「市職員が
積極的に出向き，情報提供を行う取組の充実」を推進するこ
とで，積極的な情報提供に努めて参ります。

情報提
供・広報
に関する
意見
（６件）



項目 番号 市民の皆様からの御意見 本市の考え方及び御意見の反映状況

13

　地域住民の中から，プロデューサー（プロジェ
クトのリーダー，サブリーダー）を選定して，行
政の担当部署・担当者とが具体的なメニュー，行
動プログラムを作成し，それをフォーラムなどの
全体会議に諮り実行に移すということが必要と考
える。ＮＰＯとは別の緩やかな運営組織が必要
だ。ただし，プロデューサーには行政としての認
知制度化，多少の報酬規定なども考慮する必要は
生じる。

地域における様々な活動を活性化させるうえで，行政も含
めた活動主体同士のネットワークづくりが必要だと認識して
おります。
　施策番号２０「地域における幅広い分野の活動主体のネッ
トワークづくりの推進」，施策番号２１「市民主体のまちづ
くり活動と行政との協働の推進」において，地域間，組織間
の連携強化に努めるとともに，施策番号２２「行政区単位で
の取組の強化」を進めることで，地域のまちづくり拠点とし
ての各区役所・支所機能の強化に努め，地域性に応じた取組
を進めて参ります。
　また，地域内における新たな組織づくりについても，１７
ページ「２　市民力・地域力を高める取組への支援」を充実
させることで，地域性に応じたきめ細やかな支援を行って参
ります。
　なお，本市は，市民の皆様と市政とをつなぐ制度として
「市政協力委員制度」を設けており，委員に就任していただ
いた地域住民の方々からの御連絡や，行政区ごとに開催する
「区長と市政協力委員連絡協議会学区会長との懇談会」を通
じて，地域課題や御要望の把握，市政への反映に努めており
ます

14
　地域の活動に黙々と努力している色々な既存組
織の活用の仕方をプロデュースして欲しい。

　本市では市民活動総合センターや景観・まちづくりセン
ター等において，市民の自主的な市民活動に対する様々な支
援を行っておりますが，今後も取組の充実に努めて参りま
す。
　また，施策番号１７「活動に関する知識や経験を深める機
会や場の提供」において，「市民活動啓発冊子」を作成し，
地域活動の事例等を紹介することで，地域活動の活性化に向
けた取組を進めて参ります。

15
　地域住民の能力ある人材（団塊世代など組織運
営経験者）を活用してはどうか。

　団塊の世代などの地域における人材活用は重要だと認識し
ております。
　本計画におきましても，施策番号１８「活動を進めるため
に必要な人材の育成」の中で「はつらつ高齢者まちづくり支
援事業」などを実施し，地域における人材の育成，活動の場
の提供等を行って参ります。
　なお，御意見を踏まえまして，施策番号１８「活動を進め
るために必要な人材の育成」に「地域の人材を活用し，活動
を充実したものとするため」と明記しました。

16

　「地域におけるまちづくり活動とその支援」
は，その活動主体となっている団体の内実をしっ
かり把握し，名前どおりの実質的な活動を行って
いるか，財政支援をした場合にはその支出をきち
んと報告させ，助言や指導を必要することもある
だろう。

　支援を行った活動主体に対する助言・指導等は，従来から
必要に応じて実施しておりますが，今後も市民主体のまちづ
くり活動の更なる活性化に向けて，徹底して参ります。

17

　行政との連携がきっちり取れている地域とそう
でない地域がある。「京都市政出前トーク」など
を活用して，他の地域にも広めていく必要があ
る。

　本市の取組について御理解と御協力をいただくうえで，
「京都市政出前トーク」の更なる充実は効果的な取組である
と認識しております。
　本計画におきましても，施策番号１３「活動につながる情
報や知識を得る機会の提供」を進める事業として位置づけ，
更なる充実を図って参ります。

18
　パブリック・コメント，円卓会議などに寄せら
れる市民の意思が活用されていると実感をもたら
す市政の協力（変化）が必要だ。

　市民の皆様からお寄せいただいた御意見の取扱いを明確に
することは，市民参加を進めるうえで必要不可欠なことと認
識しております。
　本計画では，施策番号２「市民ニーズを着実に政策・施策
に反映させる取組の推進」において，ホームページ上でパブ
リック・コメントの実施状況やその結果を分かりやすく情報
発信するなど，市民意見の活用・反映方法についても，丁寧
に情報提供できるよう，改善して参ります。

19

 市民に市民参加を身近なものとして実感しても
らえる状態には至っていないことは，市民参加推
進条例の趣旨からみて最重要な問題提起であると
の認識が大切だ。

20
　市民参加の取組に対する市民の実感をもっと深
刻に受け止めるべきだ。

市民参加
に対する
市民の実
感につい
て
（３件）

　市民の皆様に市民参加をより身近なものとして実感してい
ただくことは，今後の市民参加を推進するうえで大変重要な
課題だと認識しております。
　その点を考慮し，本計画では，今まで整えた制度や手法等
を丁寧かつ的確に運用しながら，更に充実させていくことに
よって，より市民参加を身近なものとして実感していただけ
る環境づくりに努めて参ります。
　なお，御意見を踏まえまして，５ページ「（４）市民参加
の取組に対する市民の実感」の本文を「実感してもらえる状
況には至っておらず，本市はその状況を重要な課題であると
考えています。」と明記しました。

市民主体
のまちづ
くり活動
における
市の役割
について
（５件）



項目 番号 市民の皆様からの御意見 本市の考え方及び御意見の反映状況

21

　ボランティア，外郭団体の形成途上にあるとこ
ろなど，収入，手当て等の制度待遇等の支援が必
要だ。収入なく，サービスあるところの助成を
図ってもらうよう要望する。

 ボランティア等への助成に関しましては，施策番号１９
「活動を広げるために必要な助成・融資に関する支援」にお
いて，市民主体の自主的な活動をより充実した継続性のある
ものとするため，各種団体や企業等の助成金情報など，財政
面からの支援に関する情報提供を更に充実させて参ります。

22
　自治会などの地域での会議の進め方がうまく
いっていない。会議運営のコツを教えるような講
習会を実施してはどうか。

　本市では，市民活動総合センターや景観・まちづくりセン
ターにおいて，自治会等も含めた市民の自主的な活動に関す
る各種相談，講座の開催等を行っています。
　今後，会議運営に関する講座等につきましても，充実して
参ります。

23
　市民活動を行っている人を対象に，広報の方法
を学習できる機会を作ってはどうか。

　本市では市民活動総合センターや景観・まちづくりセン
ターにおいて，市民の自主的な活動に関する各種相談や講座
等を開催しております。
　広報に関する講座につきましては，市民活動総合センター
において「ＮＰＯマネジメント講座」の一環として実施して
おりますが，今後とも充実を図って参ります。

24

　市民主体のまちづくりを進めるうえでは，各所
属で蓄積している市民参加に関する事例やノウハ
ウの共有を図るなど，各局区等の連携強化に向け
た庁内体制の構築を進めることが大切だと思いま
す。

　施策番号３２「市民参加を進めるための庁内の仕組みづく
り」を推進し，庁内の連携強化に努めて参ります。

25

　市長はじめ幹部職員はもちろんすべての市職員
は「日本国憲法第１５条第２項」を十分自覚し，
「公僕（＝パブリックサーパント）の精神」を
持って職責を果たすよう努められたい。

　公務員としての責任と自覚を十分認識し，職務の適切な遂
行に努めて参ります。
　なお，御意見を踏まえまして「第５章　計画を着実に進め
るために」の本文中の「計画に掲げる取組を」の前に，「公
務員としての責任と自覚を持って」を加えました。

26

　（市民参加推進）条例の本旨と目標としている
ことに市職員の活動が一体化している姿勢が問わ
れている。（市民の）「声」「要望」を施策の
ルールに帰一させる具体的な内容を期待する。

　市民参加推進条例第３条「本市等の責務」において，市民
の声や要望を市政に適切に反映されるよう定められており，
その具体的な手法として，パブリック・コメント手続を制度
化し，実施して参りました。
　今後とも施策番号１「市民ニーズを的確かつ効率的に聴取
する取組の充実」において，新たな参加機会の確保を検討す
るとともに，施策番号３２「市民参加を進めるための庁内の
仕組みづくり」において，庁内体制を整え，研修等を通じて
職員の市民参加に対する更なる意識の向上を図って参りま
す。

市民活動
に対する
支援につ
いて
（３件）

庁内の推
進体制・
職員の意
識につい
て
（３件）



項目 番号 市民の皆様からの御意見 本市の考え方及び御意見の反映状況

27

　市政参加を進めるためには，課題やテーマに
沿った学習機会や意見交換の場を設けるなど，市
民同士や市民と市職員が語り合い相互に理解を深
める機会を与えることだと思う。

　施策番号３０「市職員が積極的に市民の身近な場所に出向
き，情報提供を行う取組の充実」，施策番号３１「市民と市
職員が課題や思いを共有し，学び合う機会の提供」を推進
し，御提案の趣旨も踏まえて，市民と職員の交流を進めて参
ります。

28

　基本的理念や施策は良いと思いますが，計画を
進める中で，行政と市民，市民と住民間のコミュ
ニティの育成，実効に問題があると思う。ＩＴ関
連，情報誌などの手段で広報，ネットワークづく
りに比重がかかっているが，市民の多くの意見や
考えを取り入れたまちづくりというような命題こ
そ，口コミとは言わないが，もっとアナログ的メ
ディア利用を考えてもよいと思う。

　本計画におきましても，市民と職員の直接的な対話の場づ
くりを重視しております。
　具体的には，施策番号３０「市職員が積極的に市民の身近
な場所に出向き，情報提供を行う取組の充実」，施策番号３
１「市民と市職員が課題や思いを共有し，学び合う機会の提
供」を推進する中で，職員が市民の皆様の身近な場所に赴い
て市政について御説明する「京都市政出前トーク」の充実
や，市民参加を体系的に学習する機会として「京都市市民参
加論（仮称）」を開講するなど，実際の語り合いを通した，
情報提供やネットワークづくりに努めて参ります。
　また，市民参加推進フォーラムとの協働により，「市民参
加円卓会議」など，市民同士が意見交換を行い，交流できる
場づくりに努めて参ります。
　なお，御意見を踏まえまして２４ページ「３　情報を共有
する取組の充実」の文章を「促進し，ネットワークを形成し
ていくことが重要です」に変更しました。

29
　「市民参加推進フォーラムからの提案」を十分
尊重されたい。

　「市民参加こんなんえーやん宣言！～京都市市民参加推進
フォーラムからの提案～」については，本計画の基本的な考
え方である３つの留意点「市民のち・か・ら」として活用す
るとともに，個々の施策や事業として具体化して参ります。
　なお，御意見を踏まえまして「市民参加こんなんえーやん
宣言！」の活用状況については，本計画冊子の２７ページに
詳しくまとめさせていただきました。

30
　市民参加推進フォーラムでの決定事項（意志）
が実権性のあるところとしなくては市民主権の政
治ではないと思う。

　市民参加推進フォーラムからの御提案につきましては，
個々の施策や事業として具体化するとともに，本計画冊子の
２７ページのとおり，本計画を進めるうえでの留意点や具体
的な施策・事業として活用しております。
　今後とも市民参加推進フォーラムと連携しながら，本計画
の具体化に努めて参ります。

31
　推進施策が多く，市民がどんな活動をすればよ
いか理解に苦しむ。もう少し的を絞るか，具体的
にまとめて欲しい。

　本計画の改訂に当たっては，これまでの計画において掲げ
ていた５５項目の具体的取組の再編・充実を図り，３５項目
の推進施策に整理しました。これらの推進施策は，今後，市
民参加を総合的・体系的に進めるうえで，必要不可欠なもの
だと認識しております。
　本市は，本計画を着実に推進し，市政運営のあらゆる段階
における市民の参加機会の拡充，市民主体のまちづくり活動
に対する支援の充実，市民参加の前提となる情報提供などを
積極的に進めることで，更なる市民参加の推進に努めて参り
ますので，市民の皆さんにおかれましても，より積極的に市
政やまちづくり活動へ御参加いただきますようお願いしま
す。
　なお，御意見を踏まえまして，本計画冊子を作成するに当
たっては，実施事業を一覧で掲載するとともに，特に注目し
ていただきたい事業を「ピックアップ」として詳しく掲載す
るなど，市民の皆様にとって分かりやすいものとなるよう工
夫を図りました。また，わかりにくい用語には説明を加えま
した。

32
　「市民力」とは，どのようなことを指している
のか。

　「市民力」とは「市民の自主的・自立的な行動力」を指し
ています。
　なお，御意見を踏まえまして，「２　市民力・地域力を高
める取組への支援」の文章に「市民力（市民の自主的・自立
的な行動力）」を加えました。

その他
（２件）

市民参加
推進
フォーラ
ムからの
提案につ
いて
（２件）

市民同士
及び市民
と市職員
の交流に
ついて
（２件）


